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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（鹿沼営業所）

0点

0点

令和2年2月26日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局栃木運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和2年2月26日

関東自動車株式会社（法人番号：5060001001128）　代表者　手塚基文（２）事業者の氏名又は名称

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

栃木県宇都宮市簗瀬4-25-5

栃木県鹿沼市村井町201

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすこと
　　により点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政
　　処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

（６）違反行為の概要

　令和2年1月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（本社営業所）

17点

17点

令和2年2月26日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和2年2月26日

170日車

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすこと
　　により点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政
　　処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 道路運送法第9条の2第1項

（６）違反行為の概要

　令和元年5月21日、定期的な監査を実施。6件の違反が認
められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条
の2第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の記録
義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)点検整備関係義務違
反(運輸規則第45条第1号)､(6)無車検運行(車両法第58条第1
項)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

（７）違反点数付与状況

（２）事業者の氏名又は名称

当該事業者の累積点数

千葉県成田市前林801-1
（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

輸送施設の使用停止

千葉県成田市前林801-1

波那道観光株式会社（法人番号：9040001079393）　代表者　阿波連誠

（４）行政処分等の内容
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累積点数
左記の行政
処分点数

20200106 株式会社ライフサポート・エ
ガワ（法人番号
3010001011579）　代表者
佐藤宏造

東京都千代田区外神田
4-5-4

上三川 栃木県河内郡上三川町
大字多功南原2579-5

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年9月19日、監
査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 0

20200107 ニットー運輸株式会社（法
人番号9070001002484）
代表者笠原敏正

群馬県前橋市江田町
353-1

本社 群馬県前橋市江田町
353-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

公安委員会からの通知を端緒として令和元年6月20日、監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7
条）、（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

2 2

20200107 有限会社シー・エル・エム
（法人番号5010802018226）
代表者高橋幸宏

東京都大田区城南島2-
9-15

本社 東京都大田区城南島2-
9-15

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年3月20日及び同年4月23
日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2）点呼の実施義
務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第
1項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）整備管理者
の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）

8 8

20200107 株式会社常運（法人番号
4030001011683）　代表者
奥村純一郎

埼玉県さいたま市西区
宮前町541-17

大宮 埼玉県さいたま市西区宮
前町541-17

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年6月14日、監査を実施。7件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則第
13条）

13 13

20200107 株式会社サトー運輸（法人
番号6050001029128）　代
表者佐藤武志

茨城県つくばみらい市
伊奈東87-25

筑波 茨城県つくばみらい市高
岡551-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年7月25日、監
査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務
違反（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

3 3

20200107 株式会社一興（法人番号
8011801022158）　代表者
會澤一広

東京都足立区南花畑2-
24-11

茨城 茨城県猿島郡境町大字
染谷6

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年7月4日及び同年7月26日、監査
を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、
（4）点呼の記録の不実記載違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第9条）、（7）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3）、（8）運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（9）定期点検整備の実施
違反（安全規則第13条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第9条第1項）、（11）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会
保険等に未加入のもの（法第25条第2項）

16 16

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１月分）

違反点数
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要事業者の所在地
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20200107 有限会社東光運輸（法人番
号8020002103031）　代表
者松本俊範

神奈川県川崎市幸区南
加瀬5-38-2-211

本社 神奈川県横浜市鶴見区
駒岡2-10-12

輸送施設の使用停止
（145日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月11日、監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全
規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監
督違反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、
（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（9）事業の健全な発達
を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25
条第2項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

15 15

20200107 相馬リバイブ株式会社（法
人番号2070001028783）
代表者森田学

福島県郡山市大槻町字
北寺28-1

本社 群馬県太田市東新町31 輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として令和元年7月26日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運行指示書による作成義務違反
（安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

8 8

20200107 有限会社慶田産業（法人番
号6040002033798）　代表
者慶田盛譲司

千葉県市川市欠真間2-
23-24

本社 千葉県市川市欠真間2-
23-24

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月5日、監
査を実施。9件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反
等（安全規則第10条第1項）、（3）高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第
10条第2項）、（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条
第2項）、（5）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（6）運行管理
者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（7）運送約款の無掲示（貨物
自動車運送事業法第11条）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則
（以下「報告規則」）第2条）、（9）運賃及び料金の未届出（報告規則第2条の2）

4 4

20200107 有限会社帝國急便（法人番
号5020002104726）　代表
者小笠原規惠

神奈川県川崎市川崎区
池上新町1-6-5-401

本社 神奈川県川崎市川崎区
池上新町2-14-16

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月12日、監査を実施。6
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運転者
に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第15条）、（6）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条
第3項）

4 4

20200107 有限会社三陣（法人番号
3021002031788）　代表者
阿部弘明

神奈川県厚木市妻田東
3-19-1

本社 神奈川県厚木市妻田東
3-19-1

輸送施設の使用停止
（175日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成
31年1月23日及び令和元年7月8日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行指示書による作成義務違反
（安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（6）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（7）事故の未報告（貨物
自動車運送事業法（以下「法」）第24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（8）
事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（法第25条
第2項）

38 18

20200115 株式会社近代物流（法人番
号1060001015585）　代表
者山崎朋幸

栃木県下野市花の木2-
4-10

本社 栃木県下野市花の木2-
4-10

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第15条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として令和元年8月29日、監査を実施。3
件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、（2）定期点検整備の実施
違反（安全規則第13条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）

1 1
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20200115 株式会社清水運輸倉庫（法
人番号7030001037313）
代表者清水不二男

埼玉県八潮市大瀬5-7-
7

本社 埼玉県八潮市大瀬5-7-7 輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年7月11日、監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）点呼の記録の不実記載違
反（安全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条
第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（5）整備管理者の研
修受講義務違反（安全規則第15条）、（6）運行管理者に対する指導及び監督違反
（安全規則第22条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）

11 11

20200115 有限会社狩野商運（法人番
号3070002026117）　代表
者狩野政雄

群馬県北群馬郡吉岡町
大字北下276

本社 群馬県北群馬郡吉岡町
大字北下276

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和
元年7月4日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等
（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（9）高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整
備の実施違反（安全規則第13条）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第23条第1項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則（以下
「報告規則」）第2条）、（13）運賃及び料金の未届出（報告規則第2条の2）

25 21

20200120 栄和清運株式会社（法人番
号8011301001001）　代表
者花形匡晃

東京都杉並区堀ノ内2-
11-32

本社 東京都杉並区堀ノ内2-
11-32

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年7月30日、
監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、（2）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

20200121 有限会社希光総業（法人番
号6050002041965）　代表
者森山泰男

茨城県筑西市嘉家佐和
1977-1

本社 茨城県筑西市嘉家佐和
1977-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年7月12日、監査を実施。11件
の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全
規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の
記録義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（7）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第2項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理補助者の要件違反（安全規則第
18条第3項）、（11）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

2 2

20200121 株式会社ユーアイ運輸
サービス（法人番号
3030002048065）　代表者
岡田賢典

埼玉県八潮市緑町3-
16-12

群馬 群馬県太田市新田市野
倉町280-13-101

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月30日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20200122 有限会社サンテック（法人
番号1040002064229）　代
表者永田陽一郎

千葉県四街道市大日
257-8

袖ケ浦 千葉県袖ケ浦市蔵波台
2-2-5

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成31年2月14日及
び令和元年10月16日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）、（2）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（3）自動車に
関する表示義務違反（道路運送法第95条）

0 0

6



20200128 北杜有限会社（法人番号
2090002014491）　代表者
戸田貴喜

山梨県北杜市小淵沢町
上笹尾466-1

本社 山梨県北杜市小淵沢町
上笹尾466-1

事業停止（3日間）、輸
送施設の使用停止（55
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和
元年6月13日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）
運行指示書による作成義務違反（安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導
監督違反等（安全規則第10条第1項）

55 7

20200128 コスモ・ロジコム株式会社
（法人番号1021001006768）
代表者秋津光則

神奈川県茅ヶ崎市赤羽
根4285-3

本社 神奈川県厚木市岡田3-
3-23

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成
31年4月25日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行指示書の記載事項
義務違反（安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、（5）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、
（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

15 13

20200128 丸菊運輸有限会社（法人番
号9040002025438）　代表
者滝本忠勝

千葉県船橋市栄町1-2-
2

本社 千葉県船橋市栄町1-2-2 輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年5月9日、監
査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれの
ある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対す
る指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（6）事故惹起・初任・高齢運転者に
対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）事故惹起・初任・高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の
実施違反（安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（11）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

15 15

20200128 厚木運送株式会社（法人番
号1021001026650）　代表
者渡邉掌司

神奈川県海老名市河原
口2-25-22

本社 神奈川県海老名市河原
口2-25-22

輸送施設の使用停止
（180日車）、輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月20日及び同年7月24
日並びに同年8月30日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、（5）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安
全規則第13条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、
（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

18 18

20200128 有限会社田中急送（法人番
号8050002020546）　代表
者田中秀喜

茨城県坂東市みどり町
16-16

本社 茨城県坂東市みどり町
16-16

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月7日及び同年8月1
日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のお
それのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（6）運転者台帳の作成義務違反（安全
規則第9条の5第1項）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（9）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整
備の実施違反（安全規則第13条）、（11）点検整備記録簿の記載違反等（安全規
則第13条）、（12）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（13）運行
管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

9 9

20200128 有限会社山口建材（法人番
号9070002025030）　代表
者山口剛利

群馬県みどり市大間々
町上神梅477

本社 群馬県みどり市大間々町
上神梅478

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年12月18
日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業
法第17条第3項）

3 3

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）

注１ 累積点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。
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